
 

小美玉市訓令第１８号 

                                    

                                    

小美玉市都市建設部免許資格取得等補助金交付要綱を次のように定める。 

                                    

                                    

                                    

   令和８年６月１０日 

                                    

小美玉市長 島田 幸三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小美玉市都市建設部免許資格取得等補助金交付要綱を制定する訓令 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、小美玉市都市建設部に所属する職員（以下「職員」とい

う。）が、業務を遂行する上で必要な免許及び資格の取得又は講習の受講（以

下「免許資格取得等」という。）をした場合に、経費の一部を補助すること

により、職員の免許資格取得等に対する意欲を促進し、もって円滑な業務の

推進に資することを目的として交付する補助金（ 以下「補助金」という。）

について、小美玉市補助金等交付規則（平成18年市規則第41号。以下「規則」

という。） に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、免許資格取得等を開始した日及び第４条の規定による

補助金の交付の申請をする日において現に勤務している職員であって、業務

遂行にあたり、当該職員に対する免許資格取得等をさせる必要性があると市

長が認めた者とする。 

（補助対象資格等） 

第３条 補助金の交付の対象となる免許、資格及び講習の名称並びに補助金額

は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。 

(補助金の申請) 

第４条 補助金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、免

許資格取得等をした日が属する年度の３月31日までに、免許資格取得等補助

金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

(1) 合格証、修了証書、免許証その他資格取得等を証明する書類の写し 

(2) 資格取得等の経費を証明できる領収書等 

(3) その他市長が必要と認めて指示する書類 

 (交付決定) 

第５条 市長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、必要事項

を審査の上、補助金の交付対象としての可否を判断し、免許資格取得等補助

金交付決定通知書兼確定通知書（様式第２号）によりその旨を申請者に通知



 

する。 

 （実績報告等） 

第６条 市長は、規則第７条に規定する実績報告については、第４条に規定す

る申請書兼請求書の提出をもって実績報告があったものとみなす。 

２ 市長は、規則第８条第１項に規定する補助金等確定通知については、前条

に規定する通知書をもってこれに代えられるものとする。 

（決定の取消し） 

第６条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 免許資格取得等に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合しないとき。 

（返還） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、

期限を定めてその返還を命ずることができる。 

（補則） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、令和８年４月１日以降に免許資格取得等

をした補助金について適用する。 

 

別表（第３条関係） 

免許・資格・講習の名称 補助金額 

準中型自動車免許（道路交通法（昭和35

年法律第105号）第84条第３項に規定す

る運転免許） 

免許取得に要した経費の２分の１以内

の額とし、限度額を200,000円とする。 

小型移動式クレーン技能講習 資格取得に要した経費とし、限度額を



 

10,000円とする。 

玉掛技能講習 資格取得に要した経費とし、限度額を

10,000円とする。 

チェーンソー作業従事者特別教育 資格取得に要した経費とし、限度額を

10,000円とする。 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能

講習 

資格取得に要した経費とし、限度額を

10,000円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第 1号 (第 4条関係 ) 

 

免許資格取得等補助金交付申請書兼請求書  

 

年   月   日  

 

 小美玉市長       様  

 

申請人・請求人  

課名  

職･氏名  

 

 小美玉市都市建設部免許資格取得等補助金交付要綱第 4条の規定

により次のとおり申請・請求します。  

 

免 許 資 格 の 名 称  

資格取得の着手年月日  

 〃   完了年月日  

    年     月    日  着手  

年     月    日  完了  

免許資格等取得所要額 円  

交 付 請 求 額 円  

振 込 口 座 

銀行・支店名  

口座番号  

講座名義人  

※  添付書類  

(1) 合格証、修了証書、免許証その他資格取得等を証明する書類

の写し  

(2)  資格取得等の経費を証明できる領収書等  



 

様式第 2号 (第 5条関係 )  

 

 年   月   日  

 

 

課名  

職･氏名  

 

小美玉市長   

 

 

免許資格取得等補助金決定通知書兼確定通知書  

 

 

年   月   日付けで申請のあった補助金の交付については、

次のとおり確定したので小美玉市都市建設部免許資格取得等補助金

交付要綱第 5条の規定により通知する。  

 

免 許 資 格 の 名 称   

補 助 対 象 経 費 円  

補 助 金 確 定 額                 円  

 

 

下記の理由により、補助金交付対象者とすることができません。  

 (理由 ) 

 


